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添付 1 設置許可申請書における記載 

 

5. 試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

へ．計測制御系統施設の構造及び設備 

（２）安全保護回路 

計測制御系統施設には、運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異

常な状態を検知し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃

料の許容設計限界を超えないようにするため、安全保護回路を設ける。安全保護回路

は、原子炉保護系（スクラム）及び原子炉保護系（アイソレーション）から構成す

る。原子炉保護系（スクラム）は、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故におい

て、その異常な状態を検知し、自動的に原子炉停止系統を作動させるように、原子炉

保護系（アイソレーション）は、設計基準事故時に必要な工学的安全施設を自動的に

作動させるように設計する。なお、これらの作動値は通常運転時の設定値を超えない

範囲で、到達させる原子炉の出力及び目標とする原子炉容器入口における冷却材の温

度に応じて設定する。 

原子炉保護系を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場

合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わな

いよう、多重性又は多様性を確保するとともに、原子炉保護系を構成するチャンネル

は、それぞれお互いに分離し、それぞれのチャンネル間において安全保護機能を失わ

ないように独立性を確保した設計とする。また、原子炉保護系は、フェイルセーフを

基本方針とし、駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が発生した場合におい

ても、原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持することによ

り、原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるように設計する。さらに、原子

炉保護系は、計測制御系統施設の一部と共用する場合に、その安全保護機能を失わな

いように、計測制御系統施設から機能的に分離されたものとする。 

なお、原子炉保護系にあっては、ハードワイヤードロジック（補助継電器や配線等

で構成し、ハードウェアによる物理的な結線で命令を実行）で構成し、ソフトウェア

を用いないアナログ回路とする。 

（ⅰ）原子炉停止回路の種類 

原子炉施設には、原子炉停止回路として、原子炉保護系（スクラム）を設ける。

原子炉保護系（スクラム）は、以下の条件に対して、自動的に原子炉停止系統を作

動させて炉心を臨界未満とし、その他系統と併せて機能することにより、燃料の許

容設計限界を超えないものとする。 

ａ．中性子束高 

ｂ．炉周期短 

ｃ．原子炉出口冷却材温度高 

ｄ．原子炉入口冷却材温度高 

ｅ．１次冷却材流量低 

ｆ．２次冷却材流量低 
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ｇ．炉内ナトリウム液面低 

ｈ．炉内ナトリウム液面高 

ｉ．１次主循環ポンプトリップ 

ｊ．２次主循環ポンプトリップ 

ｋ．格納容器内床上線量率高 

ｌ．格納容器内温度高 

ｍ．格納容器内圧力高 

ｎ．地震 

ｏ．電源喪失 

ｐ．手動アイソレーション 

ｑ．手動スクラム 

（ⅱ）その他の主要な安全保護回路の種類 

原子炉施設には、設計基準事故時に必要な工学的安全施設を自動的に作動させる

ための安全保護回路として、原子炉保護系（アイソレーション）を設ける。原子炉

保護系（アイソレーション）は、以下の条件に対して、工学的安全施設を自動的に

作動させるものとする。なお、原子炉保護系（アイソレーション）作動時には、原

子炉は自動的に停止（スクラム）される。 

ａ．格納容器内床上線量率高 

ｂ．格納容器内温度高 

ｃ．格納容器内圧力高 

ｄ．手動アイソレーション 
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添付 2 設置許可申請書の添付書類における記載（安全設計） 

添付書類八 

1. 安全設計の考え方

1.1 安全設計の方針 

1.1.3 計測制御系統施設の設計に関する基本方針 

（２）計測制御系統施設には、運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異

常な状態を検知し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料

の許容設計限界を超えないようにするため、安全保護回路を設ける。安全保護回路は、

原子炉保護系（スクラム）及び原子炉保護系（アイソレーション）から構成する。原子

炉保護系（スクラム）は、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故において、その異

常な状態を検知し、自動的に原子炉停止系統を作動させるように、原子炉保護系（アイ

ソレーション）は、設計基準事故時に必要な工学的安全施設を自動的に作動させるよう

に設計する。 

（３）原子炉保護系を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場

合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わな

いよう、多重性又は多様性を確保するとともに、原子炉保護系を構成するチャンネルは、

それぞれ互いに分離し、それぞれのチャンネル間において安全保護機能を失わないよ

うに独立性を確保した設計とする。 

（４）原子炉保護系は、フェイルセーフを基本方針とし、駆動源の喪失、系統の遮断その

他の不利な状況が発生した場合においても、原子炉施設をより安全な状態に移行する

か、又は当該状態を維持することにより、原子炉施設の安全上支障がない状態を維持で

きるように設計する。 

（５）原子炉保護系にあっては、ハードワイヤードロジック（補助継電器や配線等で構成

し、ハードウェアによる物理的な結線で命令を実行）で構成し、ソフトウェアを用いな

いアナログ回路とする。 

（６）原子炉保護系は、計測制御系統施設の一部と共用する場合に、接続された計測制御

系統施設の機器又はチャンネルに単一故障、誤操作若しくは使用状態からの単一の取

り外しが生じた場合においても、その安全保護機能を失わないように、計測制御系統施

設から機能的に分離されたものとする。 
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添付 3 設置許可申請書の添付書類における記載（適合性） 

 

添付書類八 

 

1. 安全設計の考え方 

 

1.8 「設置許可基準規則」への適合 

原子炉施設は、「設置許可基準規則」に適合するように設計する。各条文に対する適合のた

めの設計方針は次のとおりである。 
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（安全保護回路） 

第十八条 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、安全保護回路を設けなければ

ならない。 

一 運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異常な状態を検知し、及び原子炉

停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料の許容設計限界を超えないようにでき

るものとすること。 

二 設計基準事故が発生する場合において、その異常な状態を検知し、原子炉停止系統及び必

要な工学的安全施設を自動的に作動させるものとすること。 

三 安全保護回路を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合又は

使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わないよう、多重性

又は多様性を確保するものとすること。 

四 安全保護回路を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞれのチャンネル間

において安全保護機能を失わないように独立性を確保するものとすること。 

五 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が発生した場合においても、試験研究用等

原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持することにより、試験研究用

等原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるものとすること。 

六 不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的

に反する動作をさせる行為による被害を防止することができるものとすること。 

七 計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合には、その安全保護機能を失わな

いよう、計測制御系統施設から機能的に分離されたものとすること。 

 

適合のための設計方針 

 

一及び二 計測制御系統施設には、運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異常な状

態を検知し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料の許容設計限界

を超えないようにするため、安全保護回路を設ける。安全保護回路は、原子炉保護系（スクラム）

及び原子炉保護系（アイソレーション）から構成する。「添付書類 10 2.運転時の異常な過渡変

化」及び「添付書類 10 3.設計基準事故」に示すように、原子炉保護系（スクラム）は、運転時

の異常な過渡変化及び設計基準事故において、その異常な状態を検知し、自動的に原子炉停止系

統を作動させるように、原子炉保護系（アイソレーション）は、設計基準事故時に必要な工学的

安全施設を自動的に作動させるように設計する。また、運転時の異常な過渡変化において、その

異常な状態を検知し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料の許容

設計限界を超えないように設計する。原子炉保護系の項目及び作動設定値を以下に示す。 

 

No. 項目 作動設定値 スクラム ｱｲｿﾚｰｼｮﾝ 

1 中性子束高（出力領域）*1 高 105％ ○  

2 中性子束高（中間領域）  高 フルスケール近く ○  
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3 中性子束高（起動領域）  高 フルスケール近く ○  

4 炉周期短（中間領域） ＋5秒 ○  

5 炉周期短（起動領域） ＋5秒 ○  

6 原子炉出口冷却材温度高*1*2 高 464℃ ○  

7 原子炉入口冷却材温度高*2 高 365℃ ○  

8 １次冷却材流量低 低 80％ ○  

9 ２次冷却材流量低 低 80％ ○  

10 炉内ナトリウム液面低 低 －100mm ○  

11 炉内ナトリウム液面高 高 ＋200mm ○  

12 １次主循環ポンプトリップ ― ○  

13 ２次主循環ポンプトリップ ― ○  

14 格納容器内床上線量率高 高 1mSv／h ○ ○ 

15 格納容器内温度高 高 60℃ ○ ○ 

16 格納容器内圧力高 高 29kPa[gage] ○ ○ 

17 地震  水平 150gal ○  

18 電源喪失 ― ○  

19 手動アイソレーション ― ○ ○ 

20 手動スクラム ― ○  

＊1： 先行試験においては、中性子束高（出力領域）の作動設定値を目標出力の 105％とし、原子炉

出口冷却材温度高の作動設定値を、目標出力時の原子炉出口冷却材温度より 8℃高い値とする。 

＊2： 原子炉入口冷却材温度の目標温度を 250℃から 350℃未満の温度とする場合は、原子炉入口冷

却材温度高の作動設定値を目標温度より 15℃高い値にするとともに、原子炉出口冷却材温度高の

作動設定値を、原子炉入口冷却材温度の目標温度に対応した原子炉出口冷却材温度より 8℃高い

値とする。 

 

三及び四 原子炉保護系を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合又

は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わないよう、多重性

又は多様性を確保するとともに、原子炉保護系を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、

それぞれのチャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保した設計とするこ

とを基本方針とする。原子炉保護系は、論理回路を独立した 2 系統から構成することで多重化を

図る。また、作動信号についても、基本的に、1 out of 2又は 2 out of 3による多重化を図る。

原子炉保護系の作動に関連する核計装又はプロセス計装においては、そのケーブルについて、格

納容器を貫通するものにあっては、異なるケーブルペネトレーションを使用することで物理的な

系統分離に配慮する。 

 

No. 項目 スクラム ｱｲｿﾚｰｼｮﾝ 作動信号の多重性 

1 中性子束高（出力領域） ○  2 out of 3 

2 中性子束高（中間領域） ○  2 out of 3 
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3 中性子束高（起動領域） ○  1 out of 2 

4 炉周期短（中間領域） ○  2 out of 3 

5 炉周期短（起動領域） ○  1 out of 2 

6 原子炉出口冷却材温度高 ○  2 out of 3 

7 原子炉入口冷却材温度高 ○  2 out of 3 

8 １次冷却材流量低 ○  2 out of 3 

9 ２次冷却材流量低 ○  2 out of 3 

10 炉内ナトリウム液面低 ○  2 out of 3 

11 炉内ナトリウム液面高 ○  2 out of 3 

12 １次主循環ポンプトリップ ○  － 

13 ２次主循環ポンプトリップ ○  － 

14 格納容器内床上線量率高 ○ ○ 2 out of 3 

15 格納容器内温度高 ○ ○ 2 out of 3 

16 格納容器内圧力高 ○ ○ 2 out of 3 

17 地震 ○  2 out of 3 

18 電源喪失 ○  － 

19 手動アイソレーション ○ ○ － 

20 手動スクラム ○  － 

 

五 原子炉保護系は、フェイルセーフを基本方針とし、駆動源である DC24V電源において、電圧零又

はヒューズ断が発生した場合に、原子炉はスクラムする設計とする。また、原子炉保護系は、論

理回路を独立した 2 系統から構成することで多重化を図る。駆動源の喪失、系統の遮断その他の

不利な状況が発生し、どちらかの論理回路の不作動が発生した場合においても、もう一方の論理

回路により、原子炉をスクラムし、原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を

維持することにより、原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるように設計する。なお、

原子炉保護系では、計装用空気を駆動源として使用しない。 

 

六 原子炉保護系にあっては、ハードワイヤードロジック（補助継電器や配線等で構成し、ハードウ

ェアによる物理的な結線で命令を実行）で構成されており、ソフトウェアを用いないアナログ回

路とする。また、その他の計測制御系統施設から機能的に分離されたものとしており、不正アク

セス行為による被害が生じることはない。原子炉保護系にあっては、ハードワイヤードロジック

（補助継電器や配線等で構成し、ハードウェアによる物理的な結線で命令を実行）で構成し、ソ

フトウェアを用いないアナログ回路とする。また、原子炉保護系の論理回路は、中央制御室に設

置し、関係者以外のアクセスを制限できる設計とするとともに、中央制御室について、出入口を

施錠管理できる区域に設置し、核物質防護に係る原子炉施設の出入管理（区域の設定、障壁の設

置及び出入口の管理等）により人の不法な侵入を防止することで、物理的アクセスを制限する。 

 

七 原子炉保護系は、計測制御系統施設の一部と共用する場合に、アイソレーター等を敷設すること

で、接続された計測制御系統施設の機器又はチャンネルに単一故障、誤操作若しくは使用状態か

らの単一の取り外しが生じた場合においても、その安全保護機能を失わないように、計測制御系

統施設から機能的に分離されたものとする。 

[8]



18条-添付 3-5 

 

原子炉施設は、炉心、原子炉冷却材バウンダリ、原子炉カバーガス等のバウンダリ及び格納容器

バウンダリ並びにこれらに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメ

ータを、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御し、かつ、

監視するための計測制御系統施設として、炉心の中性子束密度を監視するための核計装（起動系、

中間出力系及び線形出力系の 3 系統）及び原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバ

ウンダリの圧力及び温度、１次主冷却系の温度及び流量、格納容器内の圧力及び温度等を測定す

るためのプロセス計装等を、計測制御系統施設として有する。共用する主要な計測制御系統施設

として、核計装がある。核計装は、起動系：2チャンネル、中間出力系：3チャンネル、線形出力

系：3チャンネルで構成されるが、「原子炉保護系」と「監視・記録」では、同じ検出器を用いる。

信号分岐後にアイソレーターを設置し、他方に接続された「監視・記録」に単一故障、誤操作若

しくは使用状態からの単一の取り外しが生じた場合においても、「原子炉保護系」の機能を失わな

いように、機能的に分離された構成とする。その他、プロセス計装において、原子炉内ナトリウ

ム液面計も同様とする。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

6. 計測制御系統施設 

 

   

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 
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添付 4 設置許可申請書の添付書類における記載（設備等） 

 

添付書類八 

6. 計測制御系統施設 

 

6.5 安全保護回路 

6.5.1 概要 

計測制御系統施設には、運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異常な状態

を検知し、及び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料の許容設計限界

を超えないようにするため、安全保護回路を設ける（第 6.5.1図参照）。安全保護回路は、原子

炉保護系（スクラム）及び原子炉保護系（アイソレーション）から構成する。原子炉保護系（ス

クラム）は、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故において、その異常な状態を検知し、

自動的に原子炉停止系統を作動させるように、原子炉保護系（アイソレーション）は、設計基

準事故時に必要な工学的安全施設を自動的に作動させるように設計する。 なお、これらの作

動値は通常運転時の設定値を超えない範囲で、到達させる原子炉の出力及び目標とする原子炉

容器入口における冷却材の温度に応じて設定する。 

原子炉保護系を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合又は使

用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わないよう、多重性又

は多様性を確保するとともに、原子炉保護系を構成するチャンネルは、それぞれお互いに分離

し、それぞれのチャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保した設計と

する。また、原子炉保護系は、フェイルセーフを基本方針とし、駆動源の喪失、系統の遮断そ

の他の不利な状況が発生した場合においても、原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又

は当該状態を維持することにより、原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるように設

計する。さらに、原子炉保護系は、計測制御系統施設の一部と共用する場合に、接続された計

測制御系統施設の機器又はチャンネルに単一故障、誤操作若しくは使用状態からの単一の取り

外しが生じた場合においても、その安全保護機能を失わないように、計測制御系統施設から機

能的に分離されたものとする。 

なお、原子炉保護系にあっては、ハードワイヤードロジック（補助継電器や配線等で構成し、

ハードウェアによる物理的な結線で命令を実行）で構成し、ソフトウェアを用いないアナログ

回路とする。 

 

6.5.2 主要設備 

6.5.2.1 原子炉保護系（スクラム） 

原子炉施設には、原子炉停止回路として、原子炉保護系（スクラム）を設ける。原子炉

保護系（スクラム）は、以下の条件（作動設定値：第 6.5.1表参照）に対して、自動的に

原子炉停止系統を作動させて炉心を臨界未満とし、その他系統と併せて機能することによ

り、燃料の許容設計限界を超えないものとする。 

ａ．中性子束高（起動領域、中間領域及び出力領域） 

ｂ．炉周期短（起動領域及び中間領域） 
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ｃ．原子炉出口冷却材温度高 

ｄ．原子炉入口冷却材温度高 

ｅ．１次冷却材流量低 

ｆ．２次冷却材流量低 

ｇ．炉内ナトリウム液面低 

ｈ．炉内ナトリウム液面高 

ｉ．１次主循環ポンプトリップ 

ｊ．２次主循環ポンプトリップ 

ｋ．格納容器内床上線量率高 

ｌ．格納容器内温度高 

ｍ．格納容器内圧力高 

ｎ．地震 

ｏ．電源喪失 

ｐ．手動アイソレーション 

ｑ．手動スクラム 

原子炉保護系（スクラム）は、論理回路、補助継電器回路、制御棒保持電磁石電源装置

及び後備炉停止制御棒保持電磁石電源装置から構成する。関連する核計装又はプロセス計

装において作動設定値を超える信号を検出し、論理回路においてスクラム信号が発生した

場合には、制御棒保持電磁石電源装置及び後備炉停止制御棒保持電磁石電源装置からの保

持電磁石電流を遮断し、制御棒及び後備炉停止制御棒を切り離すことで、原子炉は停止さ

れる。なお、制御棒及び後備炉停止制御棒については、スプリングにより加速され、急速

に炉心に挿入される。グリッパ機構については、制御棒駆動機構及び後備炉停止制御棒駆

動機構の電動機により、通常の速度で、制御棒及び後備炉停止制御棒に追従して炉心に挿

入される。また、原子炉保護系（スクラム）の作動により原子炉が自動的に停止（スクラ

ム）した場合には、１次主冷却系にあっては、外部電源喪失時及び１次主循環ポンプに係

る故障時を除き、１次主循環ポンプをランバック制御に移行させ、１次主循環ポンプの駆

動用主電動機による強制循環運転（低速運転：ランバック制御）、２次主冷却系にあって

は、２次主循環ポンプ及び主送風機を停止し自然循環運転するものとする。 

 

6.5.2.2 原子炉保護系（アイソレーション） 

原子炉施設には、設計基準事故時に必要な工学的安全施設を自動的に作動させるための

安全保護回路として、原子炉保護系（アイソレーション）を設ける。原子炉保護系（アイ

ソレーション）は、以下の条件（作動設定値：第 6.5.1表参照）に対して、工学的安全施

設を自動的に作動させるものとする。なお、原子炉保護系（アイソレーション）作動時に

は、原子炉は自動的に停止（スクラム）される。 

ａ．格納容器内床上線量率高 

ｂ．格納容器内温度高 

ｃ．格納容器内圧力高 

ｄ．手動アイソレーション  
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第 6.5.1 表 原子炉保護系作動設定値 

No. 項目 作動設定値 スクラム ｱｲｿﾚｰｼｮﾝ 

1 中性子束高（出力領域）*1 高 105％ ○  

2 中性子束高（中間領域）  高 フルスケール近く ○  

3 中性子束高（起動領域）  高 フルスケール近く ○  

4 炉周期短（中間領域） ＋5秒 ○  

5 炉周期短（起動領域） ＋5秒 ○  

6 原子炉出口冷却材温度高*1*2 高 464℃ ○  

7 原子炉入口冷却材温度高*2 高 365℃ ○  

8 １次冷却材流量低 低 80％ ○  

9 ２次冷却材流量低 低 80％ ○  

10 炉内ナトリウム液面低 低 －100mm ○  

11 炉内ナトリウム液面高 高 ＋200mm ○  

12 １次主循環ポンプトリップ ― ○  

13 ２次主循環ポンプトリップ ― ○  

14 格納容器内床上線量率高 高 1mSv／h ○ ○ 

15 格納容器内温度高 高 60℃ ○ ○ 

16 格納容器内圧力高 高 29kPa[gage] ○ ○ 

17 地震  水平 150gal ○  

18 電源喪失 ― ○  

19 手動アイソレーション ― ○ ○ 

20 手動スクラム ― ○  

＊1： 先行試験においては、中性子束高（出力領域）の作動設定値を目標出力の 105％とし、原

子炉出口冷却材温度高の作動設定値を、目標出力時の原子炉出口冷却材温度より 8℃高い値

とする。 

＊2： 原子炉入口冷却材温度の目標温度を 250℃から 350℃未満の温度とする場合は、原子炉入

口冷却材温度高の作動設定値を目標温度より 15℃高い値にするとともに、原子炉出口冷却

材温度高の作動設定値を、原子炉入口冷却材温度の目標温度に対応した原子炉出口冷却材

温度より 8℃高い値とする。 
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